
１．は じ め に

国の財政状況の悪化や少子高齢化などによって，わが国の地方財政は今後よ

り一層厳しい状況に直面することが予想され，効率的な財政運営が求められる。

とりわけ，基礎的自治体である市町村については，Oates（１９７２）の地方分権

定理が教えるように，一般的には住民のニーズを知る上で有利な立場にあると

考えられることから，効率的な公共サービスの提供が強く期待されることにな

ろう。

地方財政論の分野では，地方公共サービスの資本化（Capitalization）は従来

から重要なテーマになってきた。資本化仮説とは，地方公共サービスの便益や

地方税負担が，当該地域の地価（もしくは地代など）に反映されるとするもの

で，古くから，Tiebout（１９５６）の「足による投票」の検証や地方公共サービ

スの効率性の評価などに多く用いられている。わが国でも，社会資本の効率性

について分析したものは多く，田中（１９９９）や三井・林（２００１），林（２００３），

赤木（２００４），近年の研究としては，中村・中東（２０１３）などがあげられる。

ただし，これらの多くの研究はデータによる制約から，都道府県単位の分析と

なっており，地方自治体が供給する公共資本・サービスが地価に影響するかに

ついては十分に分析されていない。これに対して，近藤（２００８），（２００９）では，
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都市もしくは市町村単位で，地方財政の資本化について検証しており，地方自

治体の公共サービスや税負担，財政移転などが地価に反映している可能性を指

摘した。しかしながら，市町村レベルでは，公共資本のストックデータを得る

ことが困難であるために，主に財政支出を中心としたフローの指標を用いた分

析に留まっている。

一方，総務省は個別自治体の財政の把握と政策評価を目的として，企業会計

的手法を取り入れた財務書類の作成を促すべく，２００６年に「新地方公会計制度

研究会」を立ち上げ，当研究会報告書で提示された２つのモデル（地方公共団

体財務書類作成にかかる基準モデル＝「基準モデル」と，総務省方式改訂モデ

ル＝「改訂モデル」）に基づく財務書類の作成と公表を各自治体に要請してき

た。この結果，２０１２（平成２４）年度決算に係る財務書類を作成する団体（作成

済み・作成中含む）は，都道府県の１００％，市区町村の９６．７％にも達しており，

かつ，作成済みの自治体の過半数が「改訂モデル」を採用している。「改訂モ

デル」は，従来の自治体の決算統計をベースにして，財務書類を作成するもの

で，導入段階では特に資産の数値については，概数にならざるを得ないという

限界を抱えているとされる（大塚 ２０１４）が，貸借対照表では，自治体が所有

する公共資本に相当する有形固定資産について，分野別の評価額を得ることが

できる。

そこで，本稿では，全国の都市を対象に，この自治体財務書類の情報を用い

て，自治体公共資本が地価に反映しているかを資本化仮説アプローチによって

明らかにすることを試みる。従来の資本化仮説に関する実証研究の再検証を行

うとともに，都市別・分野別の公共資本のデータを用いることで，どの分野の

自治体公共資本が地価に影響を与えているかについて分析することができる。

本稿の構成は以下のとおりである。第２節では，これまでの資本化仮説を用

いた研究について，わが国の研究を中心に概観し，第３節では，地方公会計整

備の経緯と，自治体財務書類の「基準モデル」と「改訂モデル」について簡潔

に説明を行ったうえで，本稿で公共資本の指標として用いる「改訂モデル」の

有形固定資産と多くの先行研究で用いられてきた，内閣府政策統括官（経済社

会システム担当）が推計・公表する都道府県別社会資本ストック額との差異に
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ついて議論する。その上で，第４節では，標準的なヘドニック・プライス・モ

デルに基づく，地価関数を推定することで，公共資本や自治体財政状況の地価

に対する影響を分析する。最後の第５節はまとめである。

２．資本化仮説を用いた先行研究

資本化仮説の実証分析は，Oates（１９６９）による Tiebout仮説の実証分析をは

じめとして，国内外で多数行われているが，ここでは，本稿の研究意図に関連

が強いわが国における公共政策の評価に関する実証研究を中心に紹介し，論点

を整理することにしたい。

わが国では，社会資本や公共投資の効率性を評価するために資本化仮説を応

用した研究がこれまでに行われており，代表的なものとして，田中（１９９９），

井出（１９９９），三井・林（２００１），林（２００３b），赤木（２００４），中村・中東（２０１３）

などが存在する。このうち，田中（１９９９），井出（１９９９），三井・林（２００１）は

一般均衡モデルで，都市のアメニティが地代と賃金に影響を与えることを示し

た Roback（１９８２）のアプローチを採用し，いずれも都道府県単位のデータを

用いた実証分析により，生活基盤関連の社会資本の効率性が高いことなどを指

摘している。中村・中東（２０１３）も Roback流のモデルに基づいた実証分析を

行っているが，首都圏，名古屋圏，関西圏の市町村単位のデータを用いている

ことが特徴であり，やはり生活基盤型社会資本の効率性が高いことを示唆して

いる。林（２００３b）は，地方政府の予算制約式を考慮して，地代勾配の符号条

件と公共財供給の最適条件を関連付けた，Brueckner（１９８２）のモデルを応用

し，都市の生活基盤社会資本が過小，非都市の交通基盤社会資本が過大との結

果を得ている。また，生活基盤投資の公共投資に絞って分析した，赤木（２００４）

では，生活道路，都市計画，下水道の地価への効果は高いが，文教施設は低い

としている。これらの研究から，公共資本が地価に影響する可能性があること

や，分野別にみると，生活基盤公共資本の効率性が高いことなどが明らかに

なったといえる。しかし，基礎自治体レベルを対象とした研究は少なく，数少

ない例外である中村・中東（２０１３）は，市町村レベルの社会資本ストックの
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データを構築し，資本化仮説のアプローチを用いて社会資本の評価を行った点

で有意義であるが，サンプルは三大都市圏に限定したものであるほか，社会資

本のデータは，内閣府政策統括官推計の社会資本データを各種指標によって市

町村に按分することで作成されており，本稿が着目する自治体公共資本に限定

したものではない。

また，資本化仮説に関連して，固定資産税の応益性について分析したものと

して，下山（２００４），林（２００４），宮崎・佐藤（２０１１），林（２０１４）などがあげ

られる。地価（もしくは地代）関数推定により，地方公共サービスが地価（地

代）にプラスの影響を与えることを指摘しているが，固定資産税の応益性につ

いては，下山（２００４）では応益性があるとする一方で，宮崎・佐藤（２０１１）で

は，居住者にとっては応益課税であるが，住宅所有者にとっては応益課税では

ないとしており，評価が割れている。

地方公共サービスの資本化そのものを扱おうとした研究としては，近藤

（２００８），（２００９）があげられる。前者は全国の都市，後者は市町村を対象とし

て，地方歳出（普通建設事業費）が地価にプラスとなることを示している。ま

た，東（２００８）も大都市圏の都市を対象として，地方歳出の資本化の分析を

行っており，財政支出が固定資産価格に影響を与えていることを示しているが，

財政変数はフローの指標を用いている。これらの研究により，地方公共サービ

スが資本化する可能性は示されたものの，データの制約から，分野別の自治体

公共資本が地価に与える影響については分析されていない。

海外での研究では，従来から税の資本化（tax capitalization）を分析した研究

は数多く存在する2が，十分に分析されていない論点として，地方債の資本化

（debt capitalization）があげられよう。これは，地方債の多寡や財政状況の

良し悪しは，将来の公共サービスや税負担に影響を与える可能性があるの

で，やはり地価に反映されうるという仮説である。Stadelmann and Eichenberger

（２０１４）は，スイスの地方自治体を対象に地方債の資本化について実証分析を

行った結果，実質純債務が固定資産価格に負に有意な影響を与えていることを

2 たとえば，Stull and Stull（1991），Palmon and Smith（1998）などがあげられる。
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示している。わが国の地方自治体は歳入面での分権度が低いため，地方債の資

本化を検証する上で理想的な環境とは言い難いが，地方債の中立命題3とも関

連する論点であり，検証の価値は一定程度あると思われる。

３．地方公会計整備と自治体財務書類における公共資本 4

３．１ 地方公会計整備の経緯

地方分権の進展に伴い，地方自治体が従来よりも自律的な財政運営を求めら

れるようになり，自治体による財務の管理と住民等への情報公開の強化を目的

として，企業会計的な発生主義に基づく財務書類の整備が促されるようになっ

てきた。これに対して，総務省は２０００年以降，地方公会計整備に向けた準備を

進めており，２００１年３月に公開された，『地方公共団体の総合的な財政分析に

関する調査報告書－「行政コスト計算書」と「各地方公共団体全体のバランス

シート」－』では，地方自治体の財務諸表等のモデルとして「総務省方式」を

提示し，その後２００６年に設置された，「新地方公会計制度研究会」の報告書で

は，新しい財務書類のモデルとして，貸借対照表，行政コスト計算書，資金収

支計算書，純資産変動計算書の４表を備えた，地方公共団体財務書類作成にか

かる基準モデル＝「基準モデル」と，同総務省方式改訂モデル＝「改訂モデ

ル」の２つを提示している。

２００６年８月には，これらの新地方公会計モデルによる財務書類の作成が各自

治体に要請（総務事務次官通知「地方公共団体における行政改革の更なる推進

のための指針」）されることとなり，自治体（特に市町村）における財務書類

の作成が加速した。表１は，市町村の財務書類の作成状況をまとめたものであ

るが，指針が出された翌年度にあたる２００７年度決算でみると，財務書類の作成

3 地方債の中立命題を理論的・実証的に扱ったものとしては，Akai（1994），赤井
（1996）があげられる。ただし，資本化仮説アプローチによって，地方債や自治体の
財政状況が地価に与える影響を分析したものは少なく，麻生（２００４），近藤（２００８），
（2009）などがあげられる。

4 本節の作成にあたっては，大塚（2014），小西（2014），鈴木（2014）と総務省の公
開資料（『新地方公会計制度研究会報告書』，『新地方公会計制度実務研究会報告書』）
を参考にした。
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に着手した市町村は全体の７６．２％，作成済みの市町村は５０．８％にすぎないが，

人口３万人以上の都市に作成が求められた，２０１０年度決算については，着手済

が９４．４％，作成済でも７２．８％に達している。また，財務書類の形式別にみると，

２００８年度決算以降については，「改訂モデル」を採用する自治体が最も多く

なっているが，「基準モデル」や「独自モデル」を採用する自治体も存在し，

現時点では複数の財務書類のモデルが併存する状況となっている5。

３．２ 「改訂モデル」と公共資本

ここでは，『新地方公会計制度研究会報告書』で示された財務書類モデルの

うち，「改訂モデル」の概要と，公共資本の指標として用いる「改訂モデル」

における有形固定資産の考え方を紹介する。

総務省資料6によれば，「改訂モデル」は，「公有財産の状況や発生主義によ

5 総務省は，2010年に「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」を設置し，2014
年4月には地方公会計に関する統一的な基準が示された。今後はこの新しい基準に統
一される可能性がある。

6 たとえば，『地方公共団体の平成24年度決算に係る財務書類の作成状況等』による。

表１ 自治体財務書類の作成状況（市町村）
出所：総務省資料より作成

決算年度 ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２

作成に着手済 １３７１
７６．２％

１５９３
９１．０％

１５８３
９２．２％

１６４４
９４．４％

１６６４
９５．５％

１６８４
９６．７％

作成済 ９１５
５０．８％

１１１９
６３．９％

１０７７
６２．８％

１２６８
７２．８％

１２４４
７１．４％

１２２９
７０．６％

基準モデル １１
０．６％

８０
４．６％

１００
５．８％

１６５
９．５％

１９３
１１．１％

２１５
１２．３％

総務省方式改訂モデル ２０１
１１．２％

８５７
４９．０％

８６７
５０．５％

１０５７
６０．７％

１０２３
５８．７％

９９０
５６．８％

総務省方式 ６８６
３８．１％

１６６
９．５％

１００
５．８％

３５
２．０％

２０
１．１％

１７
１．０％

その他のモデル １７
０．９％

１６
０．９％

１０
０．６％

１１
０．６％

８
０．５％

７
０．４％

全団体 １８００ １７５０ １７１６ １７４２ １７４２ １７４２
注：上段は該当する自治体数，下段は全団体数に占める割合を示す。
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る取引情報を，個々の複式仕訳によらず，既存の決算統計情報を活用して作成

するモデル」とされており，複式簿記，発生主義による複式記帳が求められる

「基準モデル」と異なり，必ずしも複式記帳は必要とされていない。

また，固定資産評価については，「改訂モデル」では，売却可能資産以外は

過去の建設事業費の積み上げにより算定することとされており，貸借対照表

（バランスシート）上では，有形固定資産の部として，①生活インフラ・国土

保全，②教育，③福祉，④環境衛生，⑤産業振興，⑥消防，⑦総務の７区分に

分けられ，記載される。これらは，決算統計上の目的別歳出に対応しており，

①は土木費，②は教育費，③は民生費，④は衛生費，⑤は農林水産業費，労働

費，商工費，⑥は消防費，⑦は総務費とその他（いずれも普通建設事業費部

分）にそれぞれ対応している。地方自治体が有する公共資本に相当する有形固

定資産は，決算統計の普通建設事業費の累計値を取得原価として計上し減価償

却計算を行っている7。したがって，厳密な資産評価としては難があるが，財

務諸表の作成が比較的簡単であるという利点があることから，多くの地方公共

団体が「改訂モデル」を採用していると考えられる8。このことは，実証分析

において多くの観測数を得られる点で有利であるほか，「改訂モデル」では，

市町村レベルで公共資本のデータが分野別に得られることも有用といえる9。

３．３ 従来の公共資本データとの違い

ただし，本稿で公共資本の指標として用いる，自治体財務書類「改訂モデ

ル」における有形固定資産（「財務書類公共資本データ」と表記する。）と，こ

れまでに多くの先行研究で用いられてきた，内閣府政策統括官推計の社会資本

ストック（「内閣府公共資本データ」と表記する。）は対象とする範囲や推計方

法が大きく異なることに注意が必要である。

7 総務省『新地方公会計制度研究会報告書』p.41による。
8 2010年度以降は，作成済団体の約8割が「改訂モデル」を採用している（表1）。
9 地方自治体の公共サービスの変数としてフロー指標を用いた，近藤（2008）や東
（2008）では地方財政統計（総務省『市町村別決算状況調』）の計数を利用している
が，市町村レベルでは，性質別と目的別歳出のクロス表は一般に公開されておらず，
公共投資の分野別投資額は利用できないという限界があった。
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まず，内閣府公共資本データは，国民経済計算における公的機関（一般政府

および公的企業）による公的固定資本形成から作成されるのに対し，財務書類

公共資本データは，各自治体の普通建設事業費を積み上げた形で計算されてお

り，国や都道府県が事業主体となる公共投資は含まれないという違いがある。

また，推計方法については，内閣府公共資本データが国民経済計算ベースであ

るために，用地費を含まないのに対し，財務書類公共資本データには含まれる

ことになる。したがって，本稿で用いる自治体財務書類を用いた公共資本デー

タは，先行研究等で一般的に用いられている公共資本と比べると対象範囲がか

なり限定されることになるが，自治体が供給する公共資本に限定して，地価に

対する影響を分析することができる10。

以上のことを踏まえて，本稿では２０１１年版から刊行されている東洋経済新報

社の『地方自治体財務総覧』に掲載されている，全国都市の財務書類「改訂モ

デル」（普通会計ベース）の数値を用いて，自治体公共資本の資本化について

検証する。

４．自治体公共資本と地価

４．１ 地価関数のモデルとデータ

本稿では，自治体公共資本が地価に資本化されているかを明らかにするため

に，これまで多くの研究で利用されてきた，標準的なヘドニック・プライス・

アプローチに基づいて以下のような地価関数の推定を行う11。

10 もちろん，市町村以外が供給する公共資本や他自治体の公共資本によるスピルオー
バーも地価に反映する可能性も否定できないかもしれない。しかし，資本化仮説の成
立条件としては，地域間の移住が自由で，地方公共財の便益が及ぶ範囲が他地域全体
と比較して小さいという，いわゆる「開放小地域」（e.g.金本1997）の仮定が重要で
ある。その点で，都道府県や国が供給する公共資本や，基礎自治体が供給するもので
あっても他地域にスピルオーバーする公共資本は，その便益が及ぶ範囲が比較的大き
いと考えられることから，小地域の仮定を満たさない（よって，完全には資本化され
ない）と本稿では想定した。

11 この地価関数の背後にある資本化仮説の理論モデルについては，近藤（2009）を
参照。
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Pi＝α＋Σ
j

βj KGij＋γ1 PTAXi＋γ2 DEBT＋γ3 LAT＋Σ
l

ηl Xil＋εi

基本的な枠組みは，近藤（２００８）と同じである。ここで，iは自治体を表す

インデックス，Pは地価，KGは各自治体の公共資本，PTAXは租税負担に関

する変数，DEBTは地方債残高，LATは地方交付税，Xは地価に影響を与えう

る所得水準や土地利用に関する変数など，地域の特性をコントロールする変数

をそれぞれ表すものとする。なお，εiは誤差項を表す。

被説明変数である Pとしては，都道府県地価調査による自治体ごとの住宅

地平均地価を用いる。説明変数については，KGとしては，自治体財務書類

「改訂モデル」の有形固定資本の分類に従って，生活インフラ・国土保全

（KG1），教育（KG2），福祉（KG3），環境衛生（KG4），産業振興（KG5）の

５分野を用いることにした12。また，PTAXとしては人口一人当たりの固定資

産税収を用いる。DEBTは，地方債の資本化を考慮するための変数であり，本

稿では人口一人当たり地方債残高と，地方債残高の法人住民税を除いた地方税

収と地方譲与税に対する比率として定義される地方債比率の２つを代替的に用

いる13。

また，LATは，政府間財政移転の地価への効果を考慮するための変数で，

人口一人当たり地方交付税額（いずれも対数値）を用いた。

その他の変数としては，土地需要や公共サービスの規模の経済，混雑効果を

考慮するために，人口（対数値）を，家計の所得水準を代理する変数として，

人口一人当たり課税対象所得（INC・対数値）を，土地利用に関する変数とし

て，持ち家比率（OWN），可住地面積比率（HARE）を，産業構造を代理する

変数として，第１次（第２次）産業従業者比率を用いたほか，集積のメリット

12 そのほかに，消防と総務も利用可能であるが，住民の効用に直接影響を与える可能
性は低いと判断し，独立変数として採用しなかった。なお，公共資本の変数はいずれ
も自治体の面積で規準化している。

13 地方債比率の定義で，分母を標準財政規模など国からの財政移転を含む数値でなく，
法人住民税を除く地方税収と地方譲与税の和としたのは，最終的に地方住民に帰着す
る租税負担ベースで債務の重さを捉えようとしたからである。
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による地価への影響を考慮して，三大都市圏（首都圏，名古屋圏，関西圏）ダ

ミー14を加えることとした。

実証分析に用いるデータの出典とタイミングは，表２にまとめるとおりであ

る。サンプルは，自治体財務諸表「改訂モデル」を採用・公表している都市

（特別区を除く）であり，２００９～２０１３年の５か年分の住宅地地価を被説明変数

とするクロスセクション推定を行う15。自治体公共資本については，中村・中

東（２０１３）にならい，前期末（２００８～２０１２年度決算）を用いる。

ただし，合併等の影響を避けるために，２０１２年度末に存在する都市を対象と

したほか，東日本大震災の影響を避けるために，２０１１～２０１３年の３か年分につ

いては，被災自治体（特定被災地方公共団体）もサンプルから外した。

なお，推定に用いるサンプルにおける，自治体公共資本の内訳については，

表３にまとめるとおりである。都市の有形固定資本の合計は約１３０兆円であり，

年度によって多少の変動はあるものの，このうち，生活・国土保全が約５８％と

最も大きく，教育が約２３％，環境衛生と産業振興が４～５％，福祉が約２％を

占めている。

４．２ 実証分析の論点

�１ サンプルセレクションの問題16

地価関数の推定に用いるのは，自治体財務書類を作成し，かつ「改訂モデ

ル」を採用する自治体に限定されるから，潜在的にはサンプルセレクション・

バイアスが生じる可能性がある。サンプルセレクションが問題になるのは，サ

14 三大都市圏に属する都市を1とするダミー変数で，地域区分は中村・中東（2013）
に従った。ここで，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県を首都圏，岐阜県，愛知県，
三重県を名古屋圏，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県を関西圏にそれぞれ区
分している。

15 地域間の観察されない異質性をコントロールするために，パネル分析を行うべきと
の議論もあろう。そこで，固定効果を含むパネル推定も試みたが，公共資本の係数に
ついては統計学的に有意な結果は得られなかった。この理由としては，時系列方向に
極めて短いパネル・データであるため，公共資本の変動が小さくなっていることが考
えられるが，本稿で示すクロスセクション分析の結果は頑健性については一定の留保
が必要かもしれない。

16 Wooldridge（2010）の ch.19の議論を参考にしている。
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表２ データ出典とタイミング（使用年度）

変数 使用データ データ出典 使用年度

P 住宅地平均地価 国土交通省「都道府県地価調査」，
㈶土地情報センター「都道府県地
価調査時系列データ CD-ROM平
成２６年版」

２００９，２０１０，２０１１，２０１２，２０１３年
（毎年７月１日時点）

KG 公共資本 東洋経済新報社『地方自治体財務
総覧』２０１１～２０１５各年版，各地方
自治体ウェブサイト

２００８，２００９，２０１０，２０１１，２０１２各
年度末

PTAX 固定資産税 総務省「市町村別決算状況調」 ２００８，２００９，２０１０，２０１１，２０１２，
２０１３年度

DEBT 地方債残高/比率 総務省「市町村別決算状況調」 ２００８，２００９，２０１０，２０１１，２０１２，
２０１３年度

LAT 地方交付税 総務省「市町村別決算状況調」 ２００８，２００９，２０１０，２０１１，２０１２，
２０１３年度

POP 人口 総務省「住民基本台帳に基づく人
口，人口動態及び世帯数調査」

２００８，２００９，２０１０，２０１１，２０１２，
２０１３各年度末

INC 課税対象所得 総務省「市町村税課税状況等の
調」，総務省「政府統計の総合窓
口，都道府県・市区町村のすが
た」＊

２００８，２００９，２０１０，２０１１，２０１２，
２０１３年度

持ち家比率 総務省「住宅・土地統計調査」，
総務省「政府統計の総合窓口，都
道府県・市区町村のすがた」＊

２００８年（１０月１日時点）

可住地面積比率 総務省「国勢調査」，国土交通省
「全国都道府県市区町村別面積
調」，総務省「政府統計の総合窓
口，都道府県・市区町村のすが
た」＊

２００８，２００９，２０１０，２０１１，２０１２年
（毎年１０月１日時点）

第１次（第２次）産業
従業者比率

総務省「経済センサス」，総務省
「政府統計の総合窓口，都道府
県・市区町村のすがた」＊

２００９年（７月１日時点）

面積 総務省「国勢調査」，国土交通省
「全国都道府県市区町村別面積
調」，総務省「政府統計の総合窓
口，都道府県・市区町村のすが
た」＊

２００８，２００９，２０１０，２０１１，２０１２年
（毎年１０月１日時点）

病床数 厚生労働省「医療施設調査」 ２００８，２００９，２０１０，２０１１，２０１２年
（毎年１０月１日時点）

＊URL : http://www.e-stat.go.jp/SG1/chiiki/Welcome.do
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ンプルに含まれるか否かを表す選択変数（selection indicator）を sとすると，

これを説明する変数 zが関心のある構造方程式の誤差項 uと相関を持つ場合で

ある。このとき，構造方程式の説明変数を xとすると，E（u｜x，s）≠E（u｜x）と

なり，OLSは一致推定量とならない。しかし，本稿で sに相当するのは，「改

訂モデル」を採用するかしないかの選択であるが，この財務モデルを選択する

系統的要因 zが存在しないか，もしくは存在しても，それが本稿で関心のある

地価関数に系統的な要因を与えなければ，サンプルセレクションによる推定上

の問題は生じないことになる。

厳密にはモデル選択に関する推定を行う必要があるが，３節でも紹介したよ

うに，推定期間において大半の自治体が，「改訂モデル」を採用していること

を踏まえると，財務書類モデルの選択によって生じるサンプルセレクションは，

深刻な推定上の問題を生じないと考えられる。ただし，財務書類を作成するか

否かについては，人口３万人以下の都市については，財務書類の作成が猶予さ

表３ 公共資本区分別構成（改訂モデルを採用する都市）

決算年度 ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２

有形固定資産合計 １２８，６６３，９８３
１００．０％

１３５，００６，９４５
１００．０％

１２５，５４８，６９８
１００．０％

１１８，８５６，６３４
１００．０％

１１４，５６７，１８８
１００．０％

生活インフラ・国土保全 ７５，０４７，９０３
５８．３％

７８，６０５，２６３
５８．２％

７３，６７２，３４９
５８．７％

６９，５５８，４７８
５８．５％

６７，１２９，７３０
５８．６％

教育 ２９，３７８，５１３
２２．８％

３１，５５９，６７７
２３．４％

２９，１６４，５８５
２３．２％

２７，２８９，０９５
２３．０％

２６，５４６，７６８
２３．２％

福祉 ３，２８５，２３７
２．６％

３，４２４，８２４
２．５％

３，１０９，５７４
２．５％

３，０５３，１０９
２．６％

２，９０１，４９４
２．５％

環境衛生 ６，２７７，７２１
４．９％

６，４４５，９６５
４．８％

５，８４４，７４３
４．７％

５，１９０，５３４
４．４％

４，８５５，１２０
４．２％

産業振興 ６，８８５，８１２
５．４％

６，９１４，７８１
５．１％

６，２３８，３５３
５．０％

６，１９９，７３１
５．２％

５，７４２，９６１
５．０％

消防（警察） １，３５２，１８５
１．１％

１，３９０，０３５
１．０％

１，３１３，７０５
１．０％

１，２７５，９５１
１．１％

１，２８０，０５１
１．１％

総務 ６，４３６，６１２
５．０％

６，６６６，４００
４．９％

６，２０５，３８９
４．９％

６，２８９，７３６
５．３％

６，１１１，０６４
５．３％

注１：上段は実額（単位百万円），下段は構成比を示す。
注２：２０１０～２０１２年度末の計数については，東日本大震災被災自治体（特定被災地方公共団体）を除

く合計。
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れていたために，人口規模が影響している可能性が否定できない。もし，財務
書類を作成し，かつ「改訂モデル」を採用することに対して，人口規模が統計
的に有意な影響を与えるとともに，人口規模が地価に対して統計的に有意な影
響を与えるなら，サンプルセレクション・バイアスも問題となりうる。

�２ 内生性の問題
公共資本の生産力効果の推定で問題になってきたように，地価関数の推定に
おいても内生性（endogeneity）の問題は生じうる。内生性とは，説明変数と誤
差項とが相関することを示し，このとき，最小二乗推定量は一致性を失いバイ
アスを持つ。内生性が生じる理由としては，①従属変数から独立変数への逆の
因果＝同時性（simultaneity）と②除外された変数（omitted variables）の２つが
考えられる。
①による同時性の問題について，林（２００３a）では，社会資本を含んだ生産
関数の推定において，誤差項に系列相関がない限り，社会資本の値が期首値
（もしくは前期末値）を用いる場合には，生産から社会資本に対する逆の因果
に起因する同時性は問題にならないとしている。この点で，本稿の地価関数で
は，t時点の地価データに対して，公共資本のデータは t－１期末時点の値を用
いていることから，同時性の問題は生じない。もちろん，系列相関があれば，
この限りではない。また，観測されない地域固有の要因と社会資本が相関する
ことで，②の除外された変数による内生性の問題が生じる可能性も否定できな
い。この問題については，操作変数法を用いた推定を行い，公共資本の外生性
検定（Durbin-Wu-Hausman検定17）を行うことで問題がないかを検討する。し
かし，地価関数に含まれる地方財政に関する変数，固定資産税（PTAX），地
方債残高／比率（DEBT），課税対象所得（INC）と，地方交付税（LAT）は同
時変数を用いているので，定義によって同時性による内生性の問題が生じる。
そこで，操作変数法による推定も併せて行い，これらの変数の外生性検定も行
うことにした。

17 Durbin-Wu-Hausman検定は，全ての説明変数が外生であるとの帰無仮説の下で，操
作変数法による推定量と最小二乗法による推定量の差に基づいて行われる外生性検定
である。詳しくは，Wooldridge（2010）の ch.6.3.1参照のこと。
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４．３ 推定結果

地価関数の推定結果は表４～７に示すとおりである。表４および５は，最小

二乗法による推定結果を，表５および６は操作変数法による推定結果をそれぞ

れ示しており，表４と６は地方債の資本化の指標として，人口一人当たり地方

債残高を用いた推定結果を，表５および７は，地方債比率を用いた推定結果を

それぞれ示している。

まず，表４によれば，公共資本のうち地価にプラスに有意となっているのは，

生活インフラ・国土保全，教育，福祉の３分野で，環境衛生と産業振興はいず

れの年度においても有意となっていない。係数の有意性から判断すると，生活

インフラ・国土保全と教育，および福祉が比較的地価に強く影響しているが，

係数の大きさから判断すると，生活インフラ・国土保全が０．１前後となってい

るのに対し，教育は０．２～０．３程度と大きくなっており，教育インフラの充実は

地価にプラスの影響を与えていることが伺える。公共資本の経済効果に関する

先行研究においては，生活基盤の効率性が高い一方で，農林水産基盤の効率性

が低くなりがちであることが指摘されてきた。生活基盤に分類される投資が多

く含まれる「インフラ・国土保全」，「教育」，「福祉」，「環境衛生」が地価にプ

ラスに反映する一方で，農林水産業費を含む「産業振興」が地価に影響を与え

ないのは，もっともらしい結果といえるかもしれない。また，地方の税負担水

準に関する変数として用いた固定資産税は期待される符号条件は負であるが，

必ずしも有意でないものの正の値が推定されている。データの制約により，都

市別の固定資産実効税率ではなく，１人当たりの固定資産税収を用いたため，

このような結果になった可能性がある。一方で，地方債残高の係数はマイナス

で，２０１２年，１３年の２か年を除いて少なくとも５％水準で有意となっており，

地方債の資本化をうかがわせる結果となった。政府間財政移転の効果を見るた

めに考慮した，地方交付税は地価に対していずれの年も係数は有意とはならな

かった。地方交付税が基準財政需要を通じて，地方公共財の供給コストを部分

的には反映したものとなっているからかもしれない。その他の変数については，

課税対象所得が強くプラスに有意となった一方で，人口はいずれの年も有意と

ならなかった。
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次に，地方債の資本化に関する指標として，地方債比率を用いた表５をみる

と，公共資本に係る係数の大きさや統計的有意性は，表４とほぼ同様の結果が

得られており，比較的頑健であることが確認できる。ただし，地方債比率は，

全ての年について５％水準でマイナスに有意となっており，人口一人当たり地

表４ 推定結果（地価関数／DEBT＝地方債残高）
被説明変数：地価（住宅地平均・対数値） 推定方法：最小二乗法

地価調査年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

C
定数項

６．４７９＊＊
（ ６．９９）

５．８２４＊＊
（ ６．１７）

４．４８２＊＊
（ ３．５３）

４．１８９＊＊
（ ２．９７）

３．９９０＊＊
（ ２．９２）

KG1
公共資本（生活インフラ・国土保全）

０．１３６＊＊
（ ３．２５）

０．１５０＊＊
（ ３．７３）

０．１２５＊＊
（ ２．８８）

０．１０２＊
（ ２．３６）

０．１０７＊
（ ２．３９）

KG2
公共資本（教育）

０．１５０＊＊
（ ２．７４）

０．１５８＊＊
（ ３．０２）

０．２２９＊＊
（ ３．９０）

０．２６２＊＊
（ ４．５５）

０．２７１＊＊
（ ４．６２）

KG3
公共資本（福祉）

０．０８３＊＊
（ ３．４５）

０．０７８＊＊
（ ３．２５）

０．０５７＊
（ ２．０３）

０．０４９†
（ １．６６）

０．０６１＊
（ ２．２１）

KG4
公共資本（環境衛生）

０．０１４
（ １．０４）

０．００８
（ ０．６０）

０．００７
（ ０．４０）

０．００８
（ ０．４８）

０．０００
（ ０．０２）

KG5
公共資本（産業振興）

０．００４
（ ０．２８）

０．０１４
（ ０．９４）

０．０２２
（ １．４４）

０．００８
（ ０．５１）

０．００６
（ ０．３８）

PTAX
固定資産税

０．１７７＊
（ ２．１２）

０．１７０＊
（ ２．０３）

０．２５５†
（ １．９４）

０．１６８
（ １．２１）

０．２４０
（ １．５７）

DEBT
地方債残高

－０．１３０＊
（－２．５１）

－０．１９１＊＊
（－３．７７）

－０．２１９＊＊
（－３．５９）

－０．１２４
（－１．５９）

－０．１３３
（－１．６１）

LAT
地方交付税

－０．０１９
（－１．０７）

０．００６
（ ０．３０）

０．０１２
（ ０．４０）

－０．０１３
（－０．３７）

０．００３
（ ０．０８）

POP
人口

－０．０２８
（－１．２４）

－０．０１５
（－０．６６）

０．０１０
（ ０．３０）

０．０１９
（ ０．５４）

０．０１７
（ ０．５１）

INC
課税対象所得

０．７７０＊＊
（ ６．０８）

０．８７８＊＊
（ ６．８７）

０．９５７＊＊
（ ７．２８）

０．９５３＊＊
（ ６．７８）

０．９４２＊＊
（ ６．６３）

三大都市圏ダミー Yes Yes Yes Yes Yes

標本規模 ４９３ ５１０ ４６４ ４６７ ４５３

Adj. R2 ０．８７９ ０．８８４ ０．８８３ ０．８７６ ０．８８４
※持ち家比率，可住地面積比率，第１次（第２次）従業員比率，三大都市圏ダミーの結果は割愛。
注１：（ ）内は頑健標準誤差を用いて計算した t値。
注２：係数の＊＊は１％有意水準で有意，＊は５％水準で有意，†は１０％水準で有意であることを示す。
注３：２０１１～１３年については東日本大震災被災自治体（特定被災地方公共団体）がサンプルから除か

れている。
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方債残高を用いるよりも強く地方債の資本化を示唆する結果が得られている。

ただし，以上の最小二乗法に基づく推定結果は，４．２節で議論したように，

説明変数の内生性による影響を受けている可能性は否定できない。まず，公共

資本だけを内生変数とみなして，操作変数法による推定を行い，外生性検定

表５ 推定結果（地価関数／DEBT＝地方債比率）
被説明変数：地価（住宅地平均・対数値） 推定方法：最小二乗法

地価調査年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

C
定数項

７．１６６＊＊
（ ７．７１）

６．０１８＊＊
（ ６．１８）

５．３１２＊＊
（ ４．８６）

５．０８３＊＊
（ ４．１３）

５．０８９＊＊
（ ４．３２）

KG1
公共資本（生活インフラ・国土保全）

０．１３６＊＊
（ ３．３３）

０．１４０＊＊
（ ３．４８）

０．１１６＊＊
（ ２．７２）

０．０９８＊＊
（ ２．３６）

０．１０１＊
（ ２．３７）

KG2
公共資本（教育）

０．１３７＊
（ ２．５４）

０．１６３＊＊
（ ３．１０）

０．２２２＊＊
（ ４．００）

０．２５１＊＊
（ ４．５１）

０．２５６＊＊
（ ４．６５）

KG3
公共資本（福祉）

０．０９０＊＊
（ ３．７６）

０．０７９＊＊
（ ３．２７）

０．０６６＊
（ ２．４６）

０．０６０＊
（ ２．２１）

０．０７６＊＊
（ ２．９３）

KG4
公共資本（環境衛生）

０．０１７
（ １．２０）

０．００９
（ ０．６１）

０．００９
（ ０．５９）

０．０１２
（ ０．７４）

０．００５
（ ０．３３）

KG5
公共資本（産業振興）

０．００９
（ ０．６２）

０．０１４
（ ０．９７）

０．０２４
（ １．５５）

０．０１２
（ ０．７７）

０．００９
（ ０．５８）

PTAX
固定資産税

０．０７４
（ ０．８８）

０．０５６
（ ０．６７）

０．０８６
（ ０．８５）

０．０６８
（ ０．６１）

０．１１８
（ １．０６）

DEBT
地方債比率

－０．０３７＊＊
（－３．６０）

－０．０３３＊＊
（－２．９４）

－０．０４７＊＊
（－２．８８）

－０．０３９＊
（－２．３９）

－０．０４４＊＊
（－２．５８）

LAT
地方交付税

－０．０３０†
（－１．７０）

－０．０１６
（－０．８０）

－０．０１８
（－０．６７）

－０．０２３
（－０．８６）

－０．０１０
（－０．４１）

POP
人口

－０．０３４
（－１．５３）

－０．０２６
（－１．２３）

－０．００９
（－０．３３）

－０．００７
（ ０．２２）

０．００４
（ ０．１３）

INC
課税対象所得

０．６６５＊＊
（ ５．１９）

０．８０７＊＊
（ ６．１４）

０．８３８＊＊
（ ６．２３）

０．８３９＊＊
（ ６．２１）

０．８１３＊＊
（ ５．６６）

三大都市圏ダミー Yes Yes Yes Yes Yes

標本規模 ４９３ ５１０ ４６４ ４６７ ４５３

Adj. R2 ０．８８０ ０．８８３ ０．８８４ ０．８７８ ０．８８７
※持ち家比率，可住地面積比率，第１次（第２次）従業員比率，三大都市圏ダミーの結果は割愛。
注１：（ ）内は頑健標準誤差を用いて計算した t値。
注２：係数の＊＊は１％有意水準で有意，＊は５％水準で有意，†は１０％水準で有意であることを示す。
注３：２０１１～１３年については東日本大震災被災自治体（特定被災地方公共団体）がサンプルから除か

れている。
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表６ 推定結果（地価関数／DEBT＝地方債残高）
被説明変数：地価（住宅地平均・対数値） 推定方法：操作変数法

地価調査年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

C
定数項

５．８２４＊＊
（ ５．４４）

６．４４９＊＊
（ ６．６６）

４．６１０＊＊
（ ３．７６）

４．０３０＊＊
（ ２．８９）

３．９８２＊＊
（ ２．８８）

KG1
公共資本（生活インフラ・国土保全）

０．１３８＊＊
（ ３．３６）

０．１４６＊＊
（ ３．７２）

０．１２６＊＊
（ ２．９６）

０．１０３＊
（ ２．４０）

０．１０７＊
（ ２．４７）

KG2
公共資本（教育）

０．１４２＊＊
（ ２．５９）

０．１５９＊＊
（ ３．１４）

０．２２３＊＊
（ ３．９３）

０．２６１＊＊
（ ４．４７）

０．２６８＊＊
（ ４．７７）

KG3
公共資本（福祉）

０．０８２＊＊
（ ３．４５）

０．０７８＊＊
（ ３．３２）

０．０５８＊
（ ２．０７）

０．０４９†
（ １．７２）

０．０６１＊
（ ２．２３）

KG4
公共資本（環境衛生）

０．０１６
（ １．１４）

０．００７
（ ０．５０）

０．００７
（ ０．４５）

０．００８
（ ０．５１）

０．００１
（ ０．０４）

KG5
公共資本（産業振興）

０．００８
（ ０．５６）

０．０１２
（ ０．８２）

０．０２４
（ １．５６）

０．００９
（ ０．５９）

０．００７
（ ０．４５）

PTAX
固定資産税

０．１５４†
（ １．８６）

０．１４７†
（ １．７２）

０．２２２＊
（ ２．０２）

０．１９０
（ １．１７）

０．２１３
（ １．５５）

DEBT
地方債残高

－０．１３８＊＊
（－２．７２）

－０．１６８＊＊
（－２．９６）

－０．２２７＊＊
（－３．９１）

－０．１４０†
（－１．８２）

－０．１３２†
（－１．７１）

LAT
地方交付税

－０．０１１
（－０．６１）

－０．０２１
（－０．８６）

０．００７
（ ０．２５）

－０．００５
（－０．１５）

０．００１
（ ０．０２）

POP
人口

－０．０３１
（－１．３５）

－０．０１７
（－０．７８）

０．０１０
（ ０．３１）

０．０１９
（ ０．５６）

０．０１７
（ ０．５１）

INC
課税対象所得

０．８８４＊＊
（ ５．８４）

０．８００＊＊
（ ６．１６）

０．９７０＊＊
（ ７．４７）

０．９７２＊＊
（ ７．３７）

０．９６０＊＊
（ ６．５７）

標本規模 ４９３ ５１０ ４６４ ４６７ ４５３

Centered R2 ０．８７９ ０．８８４ ０．８８３ ０．８７６ ０．８８４

三大都市圏ダミー Yes Yes Yes Yes Yes

内生変数 PTAX，DEBT，INC，LAT

外生性検定
Durbin-Wu-Hausman
［P-value］

５．５５９
［０．２３５］

８．７８１
［０．０６７］

９．１５９
［０．０５７］

４．５６３
［０．３３５］

０．４９９
［０．９７４］

過剰識別制約検定
Hansen’s J
［P-value］

１．６３０
［０．４４３］

１．１００
［０．５７７］

１．１９３
［０．５５１］

０．１５０
［０．９２８］

０．２４０
［０．８８７］

※持ち家比率，可住地面積比率，第１次（第２次）従業員比率，三大都市圏ダミーの結果は割愛。
注１：（ ）内は頑健標準誤差を用いて計算した t値。
注２：係数の＊＊は１％有意水準で有意，＊は５％水準で有意，†は１０％水準で有意であることを示す。
注３：２０１１～１３年については東日本大震災被災自治体（特定被災地方公共団体）がサンプルから除か

れている。
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表７ 推定結果（地価関数／DEBT＝地方債比率）
被説明変数：地価（住宅地平均・対数値） 推定方法：操作変数法

地価調査年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

C
定数項

６．５５２＊＊
（ ５．９０）

６．９２１＊＊
（ ６．７１）

５．４２０＊＊
（ ４．６９）

４．６１７＊＊
（ ３．５０）

４．５８７＊＊
（ ３．４４）

KG1
公共資本（生活インフラ・国土保全）

０．１３９＊＊
（ ３．４４）

０．１３７＊＊
（ ３．４７）

０．１１７＊＊
（ ２．７８）

０．０９７＊
（ ２．２９）

０．１０１＊
（ ２．３８）

KG2
公共資本（教育）

０．１２７＊
（ ２．３８）

０．１６０＊＊
（ ３．１３）

０．２１７＊＊
（ ３．９３）

０．２５７＊＊
（ ４．４９）

０．２６６＊＊
（ ４．８２）

KG3
公共資本（福祉）

０．０８９＊＊
（ ３．７７）

０．０８２＊＊
（ ３．４２）

０．０６７＊
（ ２．４４）

０．０５５＊
（ １．９９）

０．０６８＊
（ ２．５１）

KG4
公共資本（環境衛生）

０．０１８
（ １．３１）

０．００８
（ ０．５８）

０．０１０
（ ０．６３）

０．０１０
（ ０．６６）

０．００３
（ ０．１８）

KG5
公共資本（産業振興）

０．０１３
（ ０．９１）

０．０１４
（ ０．９６）

０．０２６†
（ １．６９）

０．０１１
（ ０．７１）

０．００７
（ ０．４６）

PTAX
固定資産税

０．０４４
（ ０．５３）

０．０３１
（ ０．３６）

０．０５２
（ ０．５５）

０．０９２
（ ０．７５）

０．１２４
（ １．２３）

DEBT
地方債比率

－０．０４０＊＊
（－３．１２）

－０．０３５＊＊
（－２．７１）

－０．０４８＊＊
（－３．７９）

－０．０３２＊
（－１．９７）

－０．０３０†
（－１．８３）

LAT
地方交付税

－０．０２２
（－１．２３）

－０．０４３†
（－１．８５）

－０．２３１
（－０．９４）

－０．０２４
（－０．８３）

－０．０１６
（－０．６６）

POP
人口

－０．０３７†
（－１．６７）

－０．０２８
（－１．２９）

－０．０１０
（－０．３５）

０．００７
（ ０．２２）

０．００６
（ ０．１９）

INC
課税対象所得

０．７７４＊＊
（ ４．９４）

０．７１２＊＊
（ ５．２３）

０．８４８＊＊
（ ６．４５）

０．８８３＊＊
（ ６．３９）

０．８６５＊＊
（ ５．６５）

標本規模 ４９３ ５１０ ４６４ ４６７ ４５３

Centered R2 ０．８８０ ０．８８３ ０．８８４ ０．８７８ ０．８８６

三大都市圏ダミー Yes Yes Yes Yes Yes

内生変数 PTAX，DEBT，INC，LAT

外生性検定
Durbin-Wu-Hausman
［P-value］

３．７１７
［０．２９４］

２．３６７
［０．５００］

３．３４０
［０．３４２］

２．６７０
［０．４４５］

１．５５６
［０．６６９］

過剰識別制約検定
Hansen’s J
［P-value］

１．９８５
［０．３７１］

１．３９１
［０．４９９］

２．１７７
［０．３３７］

０．２４８
［０．８８４］

０．５０９
［０．７７６］

※持ち家比率，可住地面積比率，第１次（第２次）従業員比率，三大都市圏ダミーの結果は割愛。
注１：（ ）内は頑健標準誤差を用いて計算した t値。
注２：係数の＊＊は１％有意水準で有意，＊は５％水準で有意，†は１０％水準で有意であることを示す。
注３：２０１１～１３年については東日本大震災被災自治体（特定被災地方公共団体）がサンプルから除か

れている。
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（Durbin-Wu-Hausman検定）を行った結果，公共資本に関する変数は外生であ

るとの帰無仮説は棄却されなかった。ここで，操作変数としては，公共資本の

１期ラグ，面積と病床数を用いた。操作変数の妥当性については，過剰識別制

約検定（Hansenの Jテスト）によって判断することとし，いずれの年におい

ても，通常の有意水準（１０％）で過剰識別制約が妥当であるとの帰無仮説を棄

却できなかったことから，操作変数の選択及び，操作変数法による推定は妥当

と考えられる。以上から，公共資本にかかわる内生性バイアスは生じていない

と判断できる。そこで，残りの固定資産税，地方債残高／比率，課税対象所得，

地方交付税を内生変数とみなして，操作変数を用いた推定を行った。操作変数

としては，内生変数の１期ラグと，病床数，面積を用いた。表６および７によ

れば，過剰識別制約検定は，操作変数が妥当であるとの帰無仮説を通常の有意

水準で棄却していないことから，推定結果は信頼できると考えられる。ただし，

係数の有意性や大きさは最小二乗法による推定と大きく変わるところはないが，

地方債残高および地方債比率の係数は，少なくとも１０％水準ではいずれの年も

有意となっており，地方債の資本化が成り立っている可能性をより強く示唆す

る結果となっている。

５．ま と め

本稿では，新地方公会計制度の下で財務書類の作成を求めた２００６年８月の総

務事務次官通知を受けて，多くの自治体で作成・公表が進んだ，自治体財務書

類「改訂モデル」の有形固定資本のデータを用いることで，これまでデータの

制約から分析することが難しかった，都市レベルでの自治体公共資本の資本化

について分析を行った。

地価関数の推定結果から，公共資本のうち，生活基盤に区分される投資が多

く含まれる，「生活インフラ・国土保全」，「教育」，「福祉」が地価に対してプ

ラスの影響を与えているのに対し，「環境衛生」や農林水産業関係の投資が含

まれる「産業振興」は地価に影響を与えていないことが確認された。これは，

従来の社会資本の効率性に関する研究での結果と整合的であるといえる。また，
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地方債残高もしくは地方債比率が地価に対してマイナスに有意であるとの結果

が得られた。これは地方債の資本化を伺わせる結果が得られたと言え，現時点

での公共サービスだけではなく，将来時点の公共サービス水準に対する予測が

地価に反映しているのかもしれない。また，一部の独立変数の内生性を考慮し

た操作変数法による推定も行ったが，最小二乗法による推定と大きく変わるこ

とはなく，基本的な結論は変わらなかった。

本稿の実証分析の結果から，自治体の公共資本が資本化しており，住民の効

用にプラスの影響を与えている可能性は示唆されるが，投資分野によってもそ

の効果は異なることが確認された。地方財政を取り巻く環境が今後厳しくなる

ことを考えると，より効率的な分野間の投資配分が求められると考えられる。

また，従来の社会資本の経済効果に関する研究と異なり，基礎的自治体が供給

する公共資本に限定しても地価に対する影響が見られた（資本化仮説が成り立

つ）ことは，地方分権の時代において，住民に身近な地方自治体が公共資本整

備を行うことが効率的であることも示唆するだろう。加えて，地方債が資本化

している可能性を示す結果が得られたが，このことは自治体が財政の健全性を

維持することが重要であることも示唆しているといえる。

最後に本稿の課題を述べることにしたい。まず第１点としては，市町村レベ

ルのデータの精緻化である。地方の租税負担に関する変数として，データの制

約から，人口一人当たりの固定資産税収を用いざるを得なかったが，本来は都

市レベルの固定資産実効税率を用いるべきだろう，第２点としては，より長期

のデータが利用可能であれば，地域固有の効果と内生性を同時に考慮できる，

パネル推定を行うことも今後の課題と考えられる。
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